
差別と闘い続けた岡山藩の被差別部落

１７０２ 元禄１５年 ・国守村の「穢多頭」多左衛門が万成山磔場の死骸取り捨て

～ ～ を拒否し，１０年間「お役目」拒否闘争をするが，敗訴す

１２ 正徳 ２年 る。

１７１３ 〃 ３年 ６月 ・岡山城下の北御門・石山南御門・下馬御門より内への出入

りを禁止する。

１７３０ 〃 １５年 ・「両山非人」が死骸片付け，取り捨ての「お役目」拒否闘

争を行う。

１７５６ 宝暦 ６年１１月 ・差別法令として「…平人よりは身分高振有之趣…」と厳し

く「慎み」礼儀正しくせよと命じる。

１７６８ 明和 ５年 ４月 ・倉敷代官所が，「穢多」などに脇差をさして近村を徘徊し

たり，百姓とけんかをしたりすることを禁止する。

１７７８ 安永 ７年 ・幕府が差別法令として「近来穢多非人等之類風俗悪敷，百

姓町人に対し法外働いたし…」と厳しく申し渡す。

１７８２ 天明 ２年１２月 ・備前，備中，美作の部落寺１２か寺に対し，真言宗から真

宗（浄土真宗）に改宗するように命じる。

１７９４ 寛政 ６年 ８月 ・伊勢大神楽の森本忠太夫が上道郡沖新田の部落で神楽を拒

～９５ 〃 ７年 否したため，村への出入りを禁止し藩への歎願書を出す。

１７９６ 〃 ８年 ５月 ・部落取締令で部落民の「慎み」や「礼儀」を強要する。

１７９７ 〃 ９年 ・１５年間にわたる常福寺檀家の改宗反対闘争と寺社奉行湯

浅新兵衛の尽力により常福寺が再興される。

１８１２ 文化 ９年 ５月 ・赤坂郡の村に出作していた「穢多」が，百姓に言い掛かり

をつけられ襲われた。裁判では「穢多」側の勝訴となる。

１８１７ 文化１４年 ・「両山非人」に華美な服装など風俗の取り締まり令を出す。

１８３３ 天保 ４年 ・衣類，家屋作り，傘下駄の使用等の取り締まり令を出す。

１８４２ 〃 １３年 ６月 ・差別法令として「穢多隠亡之類居小屋衣類等平人に紛レ不

申様別て引下り可申…」と厳しく申し渡す。

〃 〃 〃 ７月 ・衣類は無紋，岩染，渋染に限ると触れ出すが，嘆願闘争に

て撤回させる。

〃 〃 〃 ・「両山非人」12名が，周辺３か村へ百姓として入ることを

嘆願し，許可される。

１８４３ 〃 １４年 ・１８３３年の取締令を繰り返す。

１８５０ 嘉永 ３年 ・ 〃

１８５５ 安政 ２年１２月 ・「倹約御触書」（２９箇条）が出される。

１８５６ 〃 ３年 １月 ・「別段御触書」（５箇条）撤回のため，嘆願から強訴へと

被差別身分が立ち上がる。【渋染一揆】


